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基本 
理念 

基本 
目標 

仕組み 
づくり 

景観の基本的骨格 

景観の創造 

景観への配慮規制 

綾
瀬
市
景
観
計
画

綾瀬市の景観の特徴を
理解し、その魅力を最
大限活かす計画を立案 

地域住民とともに重点
地区の景観形成に係る
考え方を整理しながら
景観形成計画を示す。 

基本指針を踏まえ、建
築等の行為に係る事前
配慮について定める。 

綾瀬市景観条例 

景観に関わる人たちの
責務と行為の制限、規
制の内容を定める。 

基本理念を掲げ、市民
とともに景観行政を推
進していく方向を示す。 

積極的な景観形成を図
ると同時に重要建造物、
重要樹木の指定等行い、
良好な景観を維持する。 

景観法 第８条 
綾瀬市景観計画 
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 景観計画策定・景観条例施行 景観計画の定着と条例運用

 　
　
　
　
 

　
　
　
　
　
 

景観計画の策定
景観行政団体へ移行

表彰やシンポジウムの実施

景観条例施行

屋外広告物独自条例の検討

景観審議会の設立

◯景観計画区域の設定（全域）
◯景観計画区域における良好な景観形成に関する基本方針
　・共通の景観形成の基本的考え方▶ 景観形成の基本となる考え方
　・骨格となる景観の基本的考え方 ▶ 重点地区指定に関する考え方
　・７つの景の景観形成の基本的考え方▶ 景観の特性と課題から
            　　　   導かれる考え方
　・６地域の特性を踏まえた景観形成の基本的考え方
◯良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項（事前配慮）
　・届出対象地域や届出対象行為の設定と手続きについて
◯景観資源の保全と活用
　・景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針
◯景観重要公共施設の整備
　・公共施設景観の基本的考え方
◯屋外広告物に関する行為の制限に関する事項
◯景観農業振興地域整備計画に関する考え方
◯景観形成推進の基本的な取組みや仕組みについて

・景観形成重点地区での
  景観形成基準策定
  →ルールの策定
・景観地区や地区計画等
  都市計画制度の活用
・その他の制度の活用
・協議会の設立

景観重要建造物や樹木の指定

屋外広告物独自条例の検討

管理者との協議・指定

景観形成団体の登録

景観計画の普及・啓発

届出勧告、変更命令運用開始

事前協議・審査運用開始
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